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低引火点燃料の使用に関するリスク評価における取扱いの明確化に関する改正の解説 
 
1．はじめに 

 
2026 年 6 月公表の，低引火点燃料の使用に関するリスク評価における取扱いの明確化に関する改正

について，その内容を解説する。改正の対象は，鋼船規則 B 編及び鋼船規則検査要領 GF 編である。な

お，本改正は，2026 年 7 月 1 日から適用される。 
 
2．改正の背景 

 
ガス又は低引火点燃料を使用する船舶の安全に関する国際規則（IGF コード）中 4.2 において，低引

火点燃料の使用に関するリスク評価を行うことが要求されている。 
これに基づき，本会では，当該リスク評価の要求を鋼船規則 GF 編 4 章に規定し，関連資料の提出を

鋼船規則 B 編 2 章に規定している。 
これらをより円滑に運用できるよう，当該リスク評価に関連する資料の記載事項及び取扱いを明確化

すべく，関連規定を改めた。 
 

3．改正の内容 

 
改正点は以下のとおりである。 

(1) 鋼船規則 B 編 2.1.3-1.(5)において参照する表 B2.5 に示す低引火点燃料船関係の提出資料のうち，

「58 リスクアセスメント資料一覧」を「58 リスクアセスメント資料」へ改めるとともに，当該資

料に記載すべき内容として，次の(a)から(f)の項目を明記した。 
(a) 手法の概要 
(b) 目的及び検討範囲 
(c) 対象の概要 
(d) 実施手順 
(e) 結果及び結論 
(f) フォローアップ措置（FUA）及びその結果 
これらの項目は，本会の「リスク評価ガイドライン」付属書 2「ガス燃料船のリスク評価ガイドラ

イン」付録 A 中 A.4-2.を参考に規定したものである。 
(2) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF4.2.1(1)に，リスク評価に用いた資料に示す設計を当該リスク評価後に

変更する場合の取扱いを明記した。具体的には，設計変更が次の表 1 の左側にある i)から iii)のい

ずれに該当するのかを示す「設計変更一覧表」を本会へ提出し，i)から iii)のそれぞれにおけるリス

ク評価の要否については表 1 の右側に示す内容によることとした。なお，「設計変更一覧表」につ

いては，ステークホルダー（設計者，造船所，予定される船主等）間で合意が得られていることを

前提としている。また，「設計変更一覧表」のフォーマット等は特に指定していないものの，一例

を図 1 に示す。 
(3) 鋼船規則検査要領 GF 編 GF4.2.1(2)に，同型船のリスクアセスメント資料を流用しようとする場合

の取扱いを明記した。具体的には，前(2)の取扱いによることを条件として，同型船のリスクアセス

メント資料を流用可能と明記した。 
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表 1 設計変更に応じたリスク評価の実施要否 

 
 
 

 
図 1 設計変更一覧表の一例 

 


